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D-133 連月のアルブミン定性（尿）検査（糖尿病） 

 

《令和 5 年 6 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、糖尿病での連月のアルブミン定性（尿）検査は認められな

い。 

 

○ 取扱いの根拠 

 定性法は糖尿病性腎障害の早期発見のスクリーニングの検査としては

有用であるが、糖尿病性腎症の早期診断基準では、定量法で測定すること

とされているため、定性法の連月算定は過剰と考える。 

 


